
 成果目標と主な取組 資料３ 
 

項 目 目標 主な取組 
計画該当 

ページ 

２ 

成
果
目
標 

(1) 

福祉施設の

入所者の地

域生活への

移行 

(ｱ)地域移行者数 11人（令和8年度末時点） 

(ｲ)施設入所者減少数 3人（令和8年度末時

点） 

(ｱ)入所・入院者の状況・意向の把握 

(ｲ) 地域移行支援及び地域定着支援サービスの利用促進 

(ｳ)相談支援に係る人材育成の支援 

(ｴ)グループホームの整備促進◆ 

(ｵ)強度行動障がいや高次脳機能障がいに対する適切な支援が

できる人材育成 

P51～52 

(2) 

精神障がい

にも対応し

た地域包括

ケアシステ

ムの構築 

(ｱ)精神病床における1年以上長期入院患者

数 232人（令和8年6月末時点） 

(ｱ)専門部会を活用した各支援機関のスキルアップ 

(ｲ)精神障がい者の地域生活のためのグループホームなどの充

実 

(ｳ) 精神障がい者に対する市民への理解促進 

P53～54 

(3) 
地域生活支

援の充実 

(ｱ)地域生活支援拠点等 

・効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制 

の構築 

・支援の実績等を踏まえた運用状況の検証 

及び検討の回数 年1回 

(ｲ)強度行動障がいを有する者の支援体制 

・強度行動障がいを有する者に関する支援 

ニーズ把握と支援体制の整備 

(ｱ)地域生活支援拠点の面的整備の推進 

(ｲ)相談支援体制及び地域の体制づくりの強化 

(ｳ)緊急時の受入れ及び対応の強化に向けた支援体制の整備 

(ｴ)体験ができるグループホームの整備促進 

(ｵ)専門的人材の確保・養成に向けた事業の実施 

(ｶ)日中サービス支援型共同生活援助の設置動向注視 

(ｷ)強度行動障がいを有する障がい者の支援ニーズ及び支援に

あたる事業所の実態把握、支援体制の整備◆ 

(ｸ)強度行動障がいを有する障がい者に関する支援体制の整備 

P55～56 



 

 

◆は第７期計画期間中に重点的に取組を進める項目（重点取組として位置づける項目） 

 

項 目 目標 主な取組 
計画該当 

ページ 

(4) 

福祉施設か

ら一般就労

への移行等 

(ｱ)就労移行支援事業等を通じて一般就労

へ移行する者の数134人（令和8年度） 

【就労移行支援事業】108人（令和8年度） 

【就労継続支援Ａ型事業】17人（令和8年度） 

【就労継続支援Ｂ型事業】3人（令和8年度） 

(ｲ)就労定着支援事業の利用者数及び事業

所ごとの就労定着率 

・就労定着支援事業の利用者数 137人（令 

和8年度） 

・就労定着支援事業所のうち、就労定着率 

が7割以上の事業所の割合 25％（令和8 

年度） 

(ｳ)就労継続支援Ｂ型事業所における工賃

の平均額 17，219円（令和8年度） 

(ｱ)市役所における障がい者雇用の促進 

(ｲ)障がい者雇用に対する企業の理解促進 

(ｳ)関係機関との連携による障がい者の特性に応じた就労支援

力の向上 

(ｴ)授産製品の販売機会拡充、売り上げ向上 

(ｵ)障がい者優先調達の推進 

P57～58 



 

 

◆は第７期計画期間中に重点的に取組を進める項目（重点取組として位置づける項目） 

 

項 目 目標 主な取組 
計画該当 

ページ 

(5) 

相談支援体

制の充実・

強化等 

(ｱ)基幹相談支援センター 

総合的な相談支援、地域の相談支援体制

の強化及び関係機関等の連携の緊密化を

通じた地域づくりの役割を担うととも

に、地域の相談支援体制の強化を図る体

制を確保する。 

(ｲ)地域自立支援協議会 

個別事例の検討を通じた地域サービス基 

盤の開発・改善等を行うとともに、これ 

らの取組を行うために必要な体制を確保 

する。 

(ｱ)障がい者相談支援センターの認知度向上市民周知及び機能

強化◆ 

(ｲ)適切なケアマネジメントための体制の整備◆ 

(ｳ)専門性の高い研修実施による相談員等のスキルアップ◆ 

(ｴ)主任相談支援専門員の計画的配置による相談支援体制の強

化 

(ｵ)地域自立支援協議会の地域会議等における課題抽出及び改

善策の検討、情報共有や相互連携 

(ｶ)地域自立支援協議会における包括的ネットワーク体制の充

実 

(ｷ)重層的支援体制への取組◆ 

(ｸ)発達障がいに係る相談支援体制の強化 

(ｹ)地域自立支援協議会での「ピアサポート」の取組推進 

P59～61 



 

 

◆は第７期計画期間中に重点的に取組を進める項目（重点取組として位置づける項目） 

 

項 目 目標 主な取組 
計画該当 

ページ 

(6) 

障がい福祉

サービス等

の質を向上

させるため

の取組に係

る体制の構

築 

不正受給の未然防止等の観点から報酬の審

査体制の強化等の取組、指導権限を有する

者との協力連携、適正な指導監査等を実施

します。 

(ｱ)サービス給付費に係る過誤請求の多い項目に関する注意喚

起 

(ｲ)報酬の審査体制の強化 

(ｳ)実地指導の結果について関係室課との情報共有 

(ｴ)適正な指導監査等の実施 

(ｵ)市職員及び事業所職員の相談支援技術向上のための研修受

講促進 

P62～63 

 


